
改正行政不服審査法について 

平成27年９月 

総務省行政管理局 

行政不服審査法（平成26年法律第68号） 

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第69号） 



○行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（広義の「処分」）に関する不服申立て（行政上の不服申立て） 
 についての一般法 

○個別法に特別の定めがある場合を除き、国・地方を問わず、行政庁の処分に幅広く適用 

○国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする 

○訴訟と比べ簡易迅速（手数料も不要）、違法性のみならず不当性についても判断、などの特徴 

 
 ＜行政不服審査法に基づく不服申立ての状況：平成23年度＞ 
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○地方公共団体（18,290件） ○国 （30,022件） 

（参考）行政事件第一審訴訟 新規受理件数（地方裁判所）  2,237件（平成25年） 

行政不服審査法とは 

＜注＞健康保険法、船員保険 
   法、厚生年金保険法及び 
   国民年金法に基づくもの 
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・1962（昭和37）年 行政不服審査法の制定（8/31）・施行（10/1）  
・1993（平成５）年 行政手続法の成立（聴聞手続など事前手続の整備） 

・2004（平成16）年 行政事件訴訟法の改正（出訴期間の延長、義務付け訴訟の法定など司法救済手段の充実） 

・2007（平成19）年 「行政不服審査制度検討会最終報告」 
・2008（平成20）年 「20年法案」国会提出 ⇒平成21年廃案 

・2011（平成23）年 「行政救済制度検討チーム取りまとめ」（総務大臣と行政刷新担当大臣が共同座長） 

・2013（平成25）年 「行政不服審査制度の見直し方針」 （６月） （総務省決定） 

・2014（平成26）年 行政不服審査法関連３法案 国会提出（3/14） ・成立（6/6）・公布（6/13） 

 

 

 

 

【概要】 
 ○現行行政不服審査法は、昭和37年に制定・施行されて以降、50年以上、本格的な改正なし。 
 ○この間、国民意識の変化、行政手続法の制定（Ｈ５）や行政事件訴訟法の改正（Ｈ16）等の関連法制度の整備 
 ⇒公正性・利便性の向上等の観点から、時代に即して抜本的な見直し 

○不服申立構造の見直し（不服申立ての種類を原則として「審査請求」に一元化） 

○公正性の向上 

 ・審理員制度の導入（原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続を主宰） 

 ・行政不服審査会等への諮問手続の新設（審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェック） 

 ・審査請求人等の手続保障の拡充（口頭意見陳述における処分庁等への質問、提出書類等の謄写 など） 

○使いやすさの向上 

 ・審査請求期間を３か月に延長（現行：60日） 

 ・迅速性の確保等（標準審理期間、争点等の整理手続、情報提供・公表の努力義務化 など） 

○救済手段の充実・拡大 

 ・裁決時（※）に併せて申請認容処分をとる措置を新設（※）申請拒否処分や不作為が違法・不当である場合 

 ・「処分等の求め」「行政指導の中止等の求め」等の手続を新設（行政手続法） 

＜改正法の概要＞ 

＜経緯＞ 

行政不服審査法の概要 

２ 
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【主な事項】 
 ○原則となる不服申立類型を「審査請求」に一元化 
 ○例外として、個別法の特別の定めにより「再調査の請求」（審査請求との選択制）や「再審査請求」を認める 
 ○審査請求期間を３月に延長 

【現 行】 【改正後】 

審 査 請 求 
（処分庁以外の行政庁：原則は直近上級行政庁） 

30日 
以内 

再審査請求 
（法律で定める行政庁） 

６月 
以内 

６月 
以内 

６月 
以内 

処  分 

審 査 請 求 
（原則は最上級行政庁・上級行政庁がない場合は処分庁） 

３月 
以内 

再調査の請求
（処分庁） 

３月
以内 

※

自
由
選
択 

１月
以内 

再審査請求 
（法律で定める行政庁） 

１月
以内 

６月 
以内 

６月 
以内 

訴     訟 

※異議申立てと審査 
  請求の両方が可能 
  な場合は、異議申 
  立てを経た後でな 
  ければ、審査請求 
  ができない 

※
自
由
選
択 

不服申立構造の見直し 

３ 



審査請求人 

 

 

 

 

【主な事項】 
 ○原処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を行う審理員制度の導入 
 ○第三者の立場から、審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会等への諮問手続を導入 
 

【現 行】 

審 査 庁 
（例）大臣、知事、市町村長 

 
 
 
 
 
 
 

【改正後】 

審 理 員 
（原処分に関与していない 

などの除斥事由あり） 

処分庁等 
（例）出先機関の長 

①主張・証拠資料提出 

②審理 

③裁決 
審 査 庁 

（例）大臣、知事、市町村長 
 

※審理を行う者についての 
 規定なし 

審査請求人 処分庁等 
（例）出先機関の長 

②主張・証拠資料提出 

③審理 

①指名 
④審理員
意見書 

行政不服審査会等 
国：行政不服審査会（総務省） 
地方：執行機関の附属機関 

⑤諮問 ⑥答申 

⑦裁決 

（注）審査庁が合議制の機関である場合等は、審理員の指名や行政不服審査会等への諮問は不要 

※原処分又は裁決の 
 際に他の第三者機関 
 の関与がある場合や 
 審査請求を却下する 
 場合、審査請求の全 
 部を認容する場合等 
 は、諮問は不要 

審理・裁決の公正性の向上 

参加人 参加人 

４ 



≪指名≫ 
（§９Ⅰ） 

審 

査 

庁 

【
複
雑
な
事
件
等
】 

審 

理 

員 

審査請求人 

処分庁等 

≪審理手続の終結≫ 
（§41ⅠⅡ） 

① 

（参考）審理手続の流れ 

参加人 

  必ず行う手続 

  申出があれば必ず行う手続 

  審理員の裁量判断により採否が決定される手続 

○審査請求書等を送付（§29Ⅰ） 
○弁明書の提出の求め（§29Ⅱ） 

○弁明書を提出 
② 

③ 

○弁明書を送付（§29Ⅴ） 
○反論書の提出期間の定め  
 （§30Ⅰ） 

④ 

○反論書を提出 
 （§30Ⅰ） 

○参加の許可又は求め（§13ⅠⅡ） 
○意見書の提出期間の定め（§30Ⅱ） 

○意見書を提出  
 （§30Ⅱ） 

○証拠書類等・物件の提出 （§32・33） 

○参考人陳述・鑑定・検証・ 質問（§34～36） 
 
○口頭意見陳述（§31） 

○審理手続の申立てに関する意見の聴取（§37ⅠⅡ） 

○審理手続の期日・場所・審理手続の終結の予定時期 
  の決定・通知（§37Ⅲ） 

審理員意見書を作成（§42Ⅰ） 

審査請求人等 

○審理員意見書等の提出予定 
  時期を通知（§41Ⅲ） 

審理員意見書を審査庁に提出（§42Ⅱ） 

５ 



≪口頭意見陳述≫ 
○申立てをした審査請求人・参加人の意見陳述を 
 聴取するのみ 

○他の審理関係人の出席の規定なし 

 

 

 

 

【主な事項】 
 ○口頭意見陳述における処分庁等に対する質問権を認めるなど、審理を充実 
 ○提出書類等の閲覧の範囲を拡充するとともに、謄写（コピー）も可能に 
 ○裁決の際に、申請認容処分をする旨の措置をとる規定を新設し、争訟の一回的解決を可能に 

【現 行】 【改正後】 

≪参加人の主張≫ 
○参加人の主張書面の手続なし 

≪参加人の主張≫ 
○参加人の「意見書」の提出手続を整備 

≪口頭意見陳述≫ 
○申立てをした審査請求人・参加人は、陳述に 
 加え、処分庁等に対する質問が可能に 

○全ての審理関係人を招集して実施 

≪提出書類等の閲覧等≫ 
○処分庁等から提出された書類・物件の閲覧のみ 
 

≪裁決≫ 
○申請拒否処分を取り消す場合や、不作為が 
 違法・不当な場合も、申請に対する応答内容 
 が確定されない 
 （裁決の趣旨に従い処分庁等が処分を判断） 

≪提出書類等の閲覧等≫ 
○対象を審理員に提出された全ての書類・物件に 
 拡充するとともに、謄写（コピー）も可能に 

≪裁決≫ 
○申請拒否処分を取り消す場合や、不作為が 
 違法・不当な場合には、処分庁等に対して 
 申請認容処分を命ずる措置（注）が可能に 

 （注）処分庁等である審査庁は、申請認容処分をする措置  

審理手続等の充実 

６ 



 

 

 

 

【主な事項】 
 ○裁決までの期間の目安となる標準審理期間の設定を努力義務化 
 ○争点等を整理し、計画的に審理を進めるための準備手続を新設 
 ○不服申立てに関する情報の提供や不服申立ての処理状況の公表を努力義務化 

＜迅速性の確保＞ 

≪審理関係人の責務≫ 
○簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理 
 関係人に、審理において協力する等の責務 

≪審理員候補者名簿≫ 
○審理員になるべき者の名簿の作成を努力義務に 
 （作成した場合は公にする義務） 

≪情報提供≫ 
○不服申立てをしようとする者等の求めに応じ、 
 必要な情報を提供することを努力義務に 

○裁決の内容その他不服申立ての処理状況の公表 
 を努力義務に 

＜透明性の向上＞ 

≪標準審理期間≫ 
○裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間 
 （標準審理期間）の設定を努力義務に 

≪争点等の整理≫ 
○複雑な事件などの場合に、あらかじめ争点等を 
 整理し、計画的に審理手続を進めるための準備 
 手続を新設 

≪その他≫ 
○明らかに不適法な場合などには、審理手続を 
 経ずに却下できることを明確化 

○審理関係人が審理に協力しない場合には、 
 審理手続を終結できる旨の規定を新設 

≪審理過程の透明性の向上≫ 
○「意見書」などの主張書面を他の審理関係人に 
 送付する手続を整備 

○審理員意見書や行政不服審査会等の答申を審理 
 関係人に送付する手続を整備 

○審理員意見書や行政不服審査会等の答申と異な 
 る裁決をする場合には、異なる裁決をする理由 
 の明示を義務付け 

審理の迅速性の確保等 

７ 



○不服申立前置（不服申立ての裁決を経た後でなければ訴訟 

  を提起することができない旨の規定）を抜本的に見直し 

○次の要件に該当しないものは、廃止・縮小 
  ・不服申立手続に一審代替性があるもの 
  ・大量の不服申立てがされるもの 
  ・第三者的機関が高度に専門技術的な判断を行うもの 等 

○結果、96法律中68法律で廃止・縮小 
 （二重前置（注）は全て解消） 
 （注）２段階の不服申立てを経なければ訴訟を提起することができないもの 

改正行政不服審査法の施行に伴い、関連する３６１法律の規定を整備 
 
【主な事項】 
 ○個別法に定める不服申立構造を、本体法の改正内容に即して見直し 
 ○不服申立前置を抜本的に見直し 
 ○本体法と同等の手続保障を確保できるよう、個別法に定める不服申立手続を整備（不服申立期間の延長等） 

○「異議申立て」or「審査請求」のみ⇒「審査請求」 

○「異議申立て」と「審査請求」ができる場合 
  ・処分庁に上級行政庁がある場合の「異議申立て」 
  ⇒申立てが大量な場合等は「再調査の請求」として存置 

  ・処分庁に上級行政庁がない場合 
  ⇒原則として「審査請求」と「再審査請求」に改正 

○「審査請求」と「再審査請求」ができる場合 
  ・処分庁の上級行政庁に対する「再審査請求」⇒廃止 
  ・それ以外の「再審査請求」⇒原則として存置 

 

＜不服申立構造の見直し＞ ＜不服申立前置の見直し＞ 

○不服申立期間を２月（６０日）とする個別法について、３月に延長 
  ※不服申立期間を６０日未満とする個別法についても、合理的理由がない場合には、３月に延長 

○処分についての不服申立てのみを対象とする特例について、不作為も同じ扱いに 
  ①公開による意見聴取、第三者機関への諮問などの審理手続の特例、②指定法人等が行う処分についての審査請求先の特例、 
  ③処分について審査請求をすることができない旨の適用除外 など 

○審理・裁決の公正性が確保される場合等に、審理員の指名や行政不服審査会等への諮問を適用除外 

○指定法人等の処分等に係る審査請求について、申請認容処分を命ずる等の権限を審査庁（大臣等）に付与 

○公開による意見聴取について、口頭意見陳述と同等の手続水準を確保（処分庁等への質問権の新設等） 

＜不服申立手続の整備等＞ 

関係法律の整備（整備法） 

８ 



異議申立て 
 

審査請求 

○ 不服申立前置を存置する場合 
 ① 不服申立ての手続に一審代替性（高裁に提訴）があり、国民の手続負担の軽減が図られている場合（電波法、特許法 など） 
 ② 大量の不服申立てがあり、直ちに出訴されると裁判所の負担が大きくなると考えられる場合（国税通則法、国民年金法、労働者災害補償保険法 など） 
 ③ 第三者的機関が高度に専門技術的な判断を行う等により、裁判所の負担が低減されると考えられる場合等（公害健康被害補償法、国家公務員法 など） 

不服申立前置について、国民の裁判を受ける権利を不当に制限しているとの批判もあり、 
裁判所の負担等も勘案しつつ、行政不服審査制度見直しの一環として見直し 

≪見直し結果≫ 

○行政の処分に不服がある場合に、不服申立てをするか、直ちに出訴するかは、国民が選択できることが原則。 
 ただし、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ出訴ができない旨（不服申立前置）を定める個別法が９６ある。 

【通常のケース】（行政事件訴訟法の原則） 

審査請求 

【不服申立前置のケース】 

裁判所への出訴 

処 分 

不服申立て（行政） 

処 分 

裁判所への出訴 

不服申立てと 
出訴は自由選択 

異議申立て 
審査請求 

 
再審査請求 

（二重前置） 

or or or 
国民が直ち
に出訴する
権利を制限 

全部廃止（自由選択）： 
47法律 
 
 
 
 
 

 

全部存置：28法律 

 

一部廃止 
・一部存置： 
21法律 

 

子ども子育て支援法、農地法、児童扶養手当法、建築基準法など 

全廃：5法律 

二重前置（21法律） 

一重化：16法律 

68法律で 
廃止・縮小 
 
二重前置は
全て解消 

 

全体で 
96法律 

労働保険徴収法、住民基本台帳法 など 

再審査請求の前置を廃止：国民年金法、労災保険法 など 

異議申立てに代えて再調査の請求（自由選択）を導入 

                   ：国税通則法、公害健康被害補償法など 

特許法(方式審査は廃止、実体審査（審判）は存置） 
自衛隊法（訓練海域漁業補償は廃止／隊員懲戒処分は存置） など 

電波法、生活保護法、国家公務員法 など 

≪不服申立前置≫ 

（参考）不服申立前置の見直し 

９ 
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